
  令和 8年度  申請受付期間

令和８年４月

耐震改修工事　  4 月1日（水）~12月18 日（金）

特定精密診断　  3 月上旬の審査申請に間に合うもの



以下の建築物は対象外となります。

・構法が枠組壁工法や木質工業化住宅

・建築物の一部が鉄筋コンクリート造や鉄骨造

・過半の用途が住宅以外

・３階建ての住宅

１～３のすべてに該当する場合、助成の対象となります。

所在地および助成対象者

杉並区内にある建築物　かつ

当該建築物の所有者

構

木造在来軸組構法



区の新耐震基準木造住宅への取組みについて

地震に対する安全対策に取り組んでいます

平成 12年 5月以前に建てられた新耐震基準木造住宅の安全対策

■熊本地震における木造建築物の建築時期別の被害状況

■　無被害　　■　軽微・小破・中破　　■　大破　　■　倒壊・崩壊

（出典：国土交通省「「熊本地震における建築物被害の原因分析を行う委員会」報告書」より）





● 耐震改修に係るほかの助成金を受けている
　 建築物
● 建築基準法に抵触する建築物（道路突出、
　 接道がない、避難規定を満たしていない等）

● 公共施設や大企業の所有する建築物
● 共同住宅等で、通行上及び避難上の規定を
　 満たしていない建築物
● 住民税（都民税や特別区民税等、中小企業の
　 場合、法人住民税）を滞納している所有者

倒壊しない

倒壊する可能性が低い

倒壊する可能性がある

倒壊する可能性が高い

1.5以上

1.0以上～1.5未満

0.7以上～1.0未満

0.7未満



簡易診断は、①インターネット、②郵送またはファックスのどちらかの方法でお申し込みください。

① インターネットによる申し込み

② 郵送またはファックスによる申し込み

https://logoform.jp
/form/Y4gR/216291

申請フォーム



新耐震基準の木造住宅の耐震性能検証法

対象となる建築物



13万円

18万円

21万円

23万円

25万円

5万円

8万円

10万円

12万円

13万円



1. 精密診断助成金交付申請書
2. 区の実施した簡易診断結果報告書
3. 所有および建築年月が確認できる書類
　（コピー可）

　（建物登記事項証明書、

　  固定資産税納税通知書・課税明細書等）

　（建物所有者が共有でいる場合、同意書）

4. 精密診断見積書 （コピー可）

　（名義に連名者がいる場合、同意書）

5. 診断士登録証 （コピー可）

6. その他区長が必要と認めるもの
　（申請手続きを第三者に委任する場合、委任状）

1. 審査申請書
2. 特定木造精密診断結果報告書
3. 付近見取り図・配置図・各階平面図等
4. 建物外観・室内写真
5. その他区長が必要と認めるもの
※2～ 4は、2部ご用意ください。

1. 精密診断完了実績報告書
2. 精密診断の契約書のコピー
3. 領収書のコピー
4. 請求書兼口座振替依頼書
5. その他区長が必要と認めるもの

13 万円



150 万円

①　耐震改修助成金交付申請書
②　精密診断結果報告書一式（コピー可）
③　所有及び建築年月が確認できる書類（コピー可）
　　（建物登記事項証明書または固定資産税納税通知書＋課税明細書等）

　　（申請者以外に建物所有者が共有でいる場合、同意書）

④　住民税の納税に滞納がないことを証する書類（コピー可）
　　（住民税（個人・法人）納税証明書または非課税証明書）

⑤　耐震改修工事計画書、施工図及び計算書等
　　（精密診断法による）

⑥　見積書（コピー可）
　　（契約名義は申請者（助成対象者）とする。）

　　（申請者以外に名義に連名者がいる場合、同意書）

⑦　大企業でないことを証する書類（法人申請の場合）
　　（法人登記簿全部事項証明書、消費税仕入税額控除確認書等）

⑧　助成額加算について対象であることを証する資料
⑨　委任状（申請手続きを第三者に委任する場合）
⑩　その他区長が必要と認めるもの　

助成金交付決定通知

助成金交付決定通知を受けてから書面による工事の請負契約書を交わし、工事に着手してください。

耐震改修工事契約・工事着工

（助成限度額）

耐震改修に要する費用の 1/2

助成金交付申請



工事中（中間検査）・工事完了（完了検査）

①　耐震改修完了実績報告書
②　請求書兼口座振替依頼書
③　契約書または注文書・請書（コピー可）
　　（契約名義は申請者（助成対象者）とする。）

④　領収書（コピー可）
　　（宛名は申請者（助成対象者）とする。）

⑤　工事写真（施工前・施工中・施工後）（完了検査時に提出）
⑥　是正が確認できる書類（写真・図面）
⑦　新耐震基準木造住宅耐震改修証明申請書
　　（必要な場合）

⑧　その他区長が必要と認めるもの

完了実績報告

助成額確定

7071
差出有効期間
2027年3月31日
まで
（切手不要）



必要事項を記入し、きりとり線に沿って切り取って郵送いただくか、ファクスを送信してください。

新耐震簡易診断 申込方法
簡易診断は、①インターネット、②郵送またはファクスのいずれかの方法でお申し込みください。

右記二次元コードを読み取り、お申し込みください。

① インターネットによる申込み

② 郵送またはファクスによる申込み

木造耐震診断士の派遣を下記のとおり申し込みます。

本申込みによる簡易診断の実施のために必要な、区が保有する個人情報（耐震化支援・建築確認・土地に
関する情報）の利用に同意します。

フ
ァ
ク
ス
用
き
り
と
り
線

https://logoform.
jp/form/Y4gR/22
1881

新耐震簡易診断用

フリガナ

申 込 者

住  　所

電  　話
番　  号

連 絡 先

（ 木 造 住 宅 等 の 所 有 者 氏 名 ）

（ 郵 便 番 号　　 　  -       　　　 ）

※診断士から現地調査に関する日程調整の電話があります。

※日程調整の対応者が異なる場合はご記入ください。

対　  象

チェック
項　  目

①構造

下記項目にすべて該当する場合に申し込めます。

②建築年

木造

（建物の一部がコンクリートや鉄骨は不可）

昭和56年6月～平成12年5月建築

③構法・用途

　（基礎）

在来軸組構法の住宅

（基礎はコンクリート造）

④階数 平屋建て、または２階建て

〇をつけてください。

該当　/　非該当

該当　/　非該当

該当　/　非該当

該当　/　非該当

簡易診断ファックス送信先
木造耐震診断士派遣（新耐震簡易診断用）申込書

氏名 関係 連絡先（電話番号等）


